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審 査 請 求 人 ．
■■■■■

処分庁高松市福祉事務所長一

雫 ･上記審査請求人（以下「請求人」という。）から平成２６年７月９日付けで提起され
た、平成26年４月４日付け生活保護変更申請のみなし却下処分（以下「本件処分１」
という｡）に係る審査請求(以下体件審査請求'jという｡）、同月７日付け保護変
更申請のみなし却下処分(以下「本件処分２｣･という。）に係る審査請求（以下｢本件
審査請求２」という。）、同月９日付け保護変更申請のみなし却下処分(以下「本件処
分３」という。）に係る審査請求（以下「本件審査請求３」という。）、同月１５日付
け保護変更申請のみなし却下処分(以下｢本件処分4」という。）に係る審査請求(以
下「本件審査請求4」というd)及び同月２３日付け保護変更申請のみなし却下処分
(以下「本件処分５」と“う。）に係る審査請求(以下「本件審査請求５」という。）
について、次のとおり裁決する。
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本件処分･1から本件処分.５までを取り消す。
夕

理 由
～

第１．審査請求の趣旨及び理由
１審査請求の趣旨、
本件審査請求1から本件審査請求５までの趣旨ば本件処分1から本件処分5ま
でについて、その取り消しを求めるというものである。
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＃' 審 査 請 求 の 理 ” ！
、審査請求の理由の要旨は､審査請求書等によれば次のとおりである｡
請求人は､県外にある医療機関の■I■■■■■■■(以下『県外病陶と１，
f,S.).での■■■■■を希望しており､処分庁に対し､上記のとおり五度の保護変
更申請をしたところ､いずれも処分庁から文書による決定通知がなされないことかき 、 ‘

ら､平成26年7.月１日施行の改正前の生活保護法(昭和25年法律第．144号｡以下
'｢渦という。）‘24.条第４項に基づき､処分庁が申請を却下したものとみなし､

本件処分iから本件処分5までの取り消しを求め､本件審査請求'から本件審査請． ‘ ． 、 ：
求5を行ったものである。。
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第２認定事実 g>：審査庁たおいて､次の事実を認定するも
１．．．.本件処分１について
平成26年４月４日付けで$請求人が処分庁に対し､■■■■■のため､県外病
院を受診したい旨の保護変更申請を法61条による届出書により行った8処分庁は､
同日､診断会議に諮り、「主治医である■■■■■■医師から指示があったわけで・
なく､あくまで請求人が希望するものであること｣,と判断し､-県外病院の受診につ
いて認めないこととした。そして、同日、処分庁職員が請求人に、診断会議の結果．、
を電話で伝えた｡しかし、その後、処分庁は、保謹申請却下通知書による請求人へ、

・の通知をしていない。 ．：．
２ 本 件 処 分 2 に つ い て 、 ：
平成26年４月７日に来庁し､請求人が［｢■■■■■■の必要性承ある」と■ 夢■■■■■■■■と､■■■■■■■■■■と■■■■■■の先生から言われまし
た｡その治療が■■の｢■■■■■■■■｣:石しかできないと■■■■■■■■■‘_
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.:ていない｡:、、

３本件処分３について
平成26年４月９日付けの｢憲法第25,条に基づく香川県外病院受診のための８度

・目のお願い」との文書を､請求人が保護変更申請の目的で処分庁に提出した。文書

中には「県外病院受診のためのお願い｣のほか、それまでの経緯､､必要な意見書に，
ついての質問があった。その後、処分庁は、保護申請却下通知書による請求人への．
：通知をしていない。・
４本件処分４について
．、平成26年４月15日に、請求人は主治医からの診療申請書を処分庁に提出した。

併せて､.法6i条による届出書に、主治医から、以前、生活保護受給者が診療申請
書の提出により処分庁から県外受診を許可されたと聞いた言､また､厚生労働省か
らそのことを処分庁職員に伝えるよ･う言われた旨を同日付けで記載L,、これを保護
変更申請の目的で処分庁に提出した｡処分庁は同月17日に診断会議に諮り､診療
申請書からは ｢ -行う上で必要不可欠でかつ当該治療を
行えるのは全国で■■■■■■■■■■しかない｡」とは読み取れないと判断し、
請求人の県外病院の受診を認められないこととした。しかし、その後､処分庁は、
保護申請却下通知書による請求人への通知をしていない｡
５本件処分５について
処分庁は、平成２６年４月２２日に、主治医に対し診療申請書の内容について問い
合わせ ､ その結果 ､ 行う上で必要不可欠とは言えず ､ 県
外病院での受診もあくまで請求人が希望しているものであると判断した｡また､■
■■■■■におしiでも保険適用にて■■■■■が可能であると判断して、これらを
踏まえ、翌２３日、再度、診断会議に諮り、処分庁は請求人の県外病院の受診を認
められないとした。そして、同日、請求人から処分庁に寸請求人の申請に対する処
分庁の書面による保護変更決定通知を求める説明願いが提出された。その後､処分
庁は､･保護申請却下通知書による請求人への通知をしていない。
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第３･判断・
’生活保護の医療扶助に係る変更申請等については､次のとおり法及び国の通知に
その取扱いが定められている。

．．（1）法２４条第１項に、「保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、
保護の要否､種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもって、これ
を通知しなければならない｡」とあり、同条第５項に､｢第7条に規定する者か
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ら . の 保 護 の 変 更 の 申 請 に つ い て 準 用 す る 。 」 ･ と あ る 。 ：
(2)生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年９月30.日社発第727
:号厚生省社会局長通知｡以下｢局長通知｣という｡）第3-1=(2).に､｢医欝
扶助以外の扶助を受けている者が､医療扶助を申請する場合には､-保護変更申請一:･･･≦
書(傷病届順所零項を記載したうえ福祉事務所長に提出させること｡」とある｡…
(3)､局長通知第３ﾃ２-(4)にも：「福祉事務所長は､要保護者にﾏいて医療扶助の…
開始変更､停止または廃止(他法他施策の活用に僕い保護を変更停止または…

『６．●

(・廃止する場合を含む｡）に関する決定をしたときは’一般の例に従いざ保護決定
● ･ 4 ④

通知書又は保護停止､･廃止決定通知書により、申請者又は被保護者に対して通知．
することbただし､保護変更申請雲(傷病届)に基づき医療扶助の開始又は変更． ： 、 ． 、 ・ 馥 ． ． ．

に関する決定をしたときで、当該通知書により通知する必要がない場合には緋.適、＆"*雪な方法に季ろ三とと吹差しつかえないこと｡また､申請却下の決定をしたと
きは､一般の例に従い､､保護申請却下通知書により軍請者に対しで通知するこ・
と 。 」 と あ る 。 . j . ． ．

２,これらのことを踏まえ本件処分１から本件処分５までについて検討する｡
請求人は､第２の1から5までのいずれの認定事封こおいても$県外病院の受
診という保護変更申請の目的で処分庁に書類を紐してしきると判断できる｡処分ﾈ
庁は､請求人との面接過程において､:当該書類提出の趣旨を把握していて然るべ
きであり．､局長通知第3-１-(2)に基づき、保護変更申請書(傷病届):に所要事
項を記載したうえ処分庁に提出するよう指導すべきであった6、
そして､処分庁は媒護実施機関として、法24条により､保護変更申請が；
うた場合保護の要否､程度等を決定し､請求人鱗して書面をもって､これをＯ
通知しな卿嘩ちず､局長通知第３-２-(4)によれば､’申請却下の讓定をしＯ
、たときは､一般の例に従い､保護申請却下通知書により請求人に対して通知する．

：、
必 要 が あ つ ． た 。 ． 、 : ：
しかし､処分庁感第２のiから５までの:いずれの認定事実においても、請求…
人に対し保護申請却下通知書による通知をしていないも以上のこと力rら、本件処
分,から本件処分5主でのいずれも､法及び通知に基づき適正になされたと認め・
・、られず、違法不当であると言わざるを得ない。
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第 ４ 結 論 ： ・ ・
'本件審査請求'から本件審査請求5までは､理由があると認められるため､行政･

:不服審査法(昭和37年法律第160号):第40条第３項の規定を適用し、主文のとお、
． ４ ． ． 、 -
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り裁決する。

平成26年８月２７日
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審 査 庁 香 川 県 知 事 浜 田 恵 造
●

ノ

Ｂ
Ｉ

。

も
〃

-

ｰ

ー

̅ の ー

５
戸

F

ｈ

Ｆ

口

碑

日

日

■

ｂ

因

ｉ

ｎ

１

日

画面臥剛囚図〃田口函窒雷四四国

1県
蓬


